
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
滞
納
者
や
滞
納
者
の
債
務
者
（
預
金

が
あ
る
金
融
機
関
な
ど
）
に
質
問
し
て
、

帳
簿
ま
た
は
書
類
を
検
査
し
、
さ
ら
に
居

宅
な
ど
の
捜
索
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
差
し
押
さ
え
や
質
問
・
検
査

に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
、
裁
判
所
の
令
状
を
必
要
と
し
ま

せ
ん
。

　

税
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
ら
れ
な
か

っ
た
場
合
、
地
方
税
法
に
基
づ
き
、
年
14
・

6
㌫
の
割
合
で
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

延
滞
金
は
、
納
期
内
に
納
め
た
方
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
な
か
っ
た
方
と
の
公

平
を
図
る
た
め
加
算
さ
れ
る
も
の
で
、
必

ず
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

滞
納
を
放
置
す
る
と
、
経
済
的
な
不
利

益
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
信
用
も

失
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

徴
収
職
員
（
徴
税
吏
員
）
は
、
国
税
徴

収
法
に
基
づ
き
、
滞
納
処
分
の
た
め
に
滞

納
者
の
財
産
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と

　

市
税
を
滞
納
し
た
場
合
、
国
税
徴
収
法

に
基
づ
き
、
納
期
限
後
20
日
以
内
に
督
促

状
を
発
送
し
ま
す
。

　

督
促
状
を
発
送
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

10
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
そ
の
税
金
が

完
納
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
滞
納
者
の
財

産
を
差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

差
し
押
さ
え
た
財
産
は
換
価
（
お
金
に

換
え
る
こ
と
）
さ
れ
、
税
金
の
納
付
に
充

て
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
手
続
き
の
こ
と
を
『
滞
納
処
分
』

と
言
い
ま
す
。

　

市
は
、
『
納
税
相
談
に
応
じ
な
い
』
、

『
納
付
の
意
思
を
示
さ
な
い
』
、
『
払
え

る
の
に
払
わ
な
い
』
と
い
っ
た
悪
質
な
滞

納
者
に
つ
い
て
、
身
辺
調
査
や
財
産
調
査

（
勤
務
先
・
給
与
調
査
、
家
族
構
成
・
戸

籍
調
査
、
預
貯
金
調
査
、
生
命
保
険
契
約

状
況
調
査
、
自
動
車
・
不
動
産
所
有
状
況

調
査
な
ど
）
を
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

自
宅
な
ど
の
捜
索
を
実
施
し
、
換
価
性
の

高
い
財
産
か
ら
積
極
的
に
差
し
押
さ
え
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
は
、
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
売
の
ほ
か
、
公
共

施
設
で
の
公
売
会
や
市
役
所
窓
口
に
よ
る

窓
口
公
売
で
換
価
し
、
滞
納
税
に
充
て
て

い
ま
す
。

※ 

差
し
押
さ
え
財
産
の
例
や
公
売
会
の
様

子
は
、
3
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

滞
納
処
分
を

強
化
し
て
い
ま
す

差
し
押
さ
え
に
裁
判
所

の
令
状
は
不
要
で
す

延
滞
金
は
必
ず
納
付
を

差
し
押
さ
え
財
産
の

公
売
を
行
っ
て
い
ま
す

市税の滞納を市税の滞納を
 なくすために なくすために

　福祉や教育など、市が提供するさまざまな公共サービ
スは、市民の皆さんに納めていただいている市税収入が
主な財源の一つとなっています。
　市税の滞納は、市の財政を圧迫し、公共サービスに支
障をきたすことになりかねません。そして何より、納期
内に税金を納めている大多数の皆さんとの公平性を欠く
ことになりますので、納期内納付をお願いします。
　今号では、滞納の解消に向けた市の取り組みなどにつ
いてお知らせします。
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市
税
は
、
便
利
な
口
座
振
替
の
ほ
か
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
24
時
間
い
つ

で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

納
付
が
遅
れ
て
い
る
方
に
は
、
電
話
や

文
書
に
よ
る
催
告
、
必
要
に
応
じ
て
戸
別

訪
問
に
よ
る
納
税
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
定
期
的
に
夜
間
・
休
日
の
納
税

相
談
窓
口
を
開
設
し
、
仕
事
な
ど
で
平
日

の
日
中
に
来
庁
で
き
な
い
方
で
も
納
税
相

談
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

市
の
財
源
の
根
幹
と
な
る
市
税
収
入
を

確
保
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
な
こ
と

で
す
。

　

滞
納
は
、
督
促
状
の
郵
送
費
用
や
徴
収

業
務
に
当
た
る
市
職
員
の
人
件
費
な
ど
に

余
分
な
税
金
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
市
税
の
納
期
内
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

市
は
、
市
民
税
を
は
じ
め
、
各
税
の
適

正
な
課
税
と
公
平
な
徴
収
を
念
頭
に
、
今

後
も
着
実
な
税
収
を
確
保
す
る
た
め
、
悪

質
な
滞
納
者
に
は
き
然
と
し
た
態
度
で
滞

納
処
分
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

市
は
、
連
絡
が
な
い
と
個
別
の
事
情
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
令
に
基
づ

き
滞
納
処
分
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
滞
納
を
放
置
せ
ず
、
必
ず
税
務
グ

ル
ー
プ
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

病
気
や
失
業
、
事
業
の
廃
止
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
理
由
で
一
時
的
に
市
税
を
納

期
内
に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、
納

期
内
に
税
務
グ
ル
ー
プ
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

　

生
活
状
況
な
ど
を
お
聞
き
し
、
徴
収
職

員
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、
徴
収
の

猶
予
な
ど
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
虚
偽
の
申
し
出
や
納
付
計
画

を
守
ら
ず
不
履
行
に
な
っ
た
場
合
は
、
滞

市
税
は
24
時
間

納
付
可
能
で
す

市
税
の
納
期
内
納
付
を

お
願
い
し
ま
す

事
情
が
あ
る
場
合
は

相
談
を

問い合わせ
税務
グループ
☎85１１５５
思85１１０８

Ｅメール：tax@city.
noboribetsu.lg.jp

▲ 平成23年11月に開催した公
売会

▲インターネット公売に出品した差し押さえ財産（例） ▲ 自動車の差し押さえによる
タイヤロック

差し押さえ実施状況

区分
取り立て額（差し押さえ件数）
平成23年度 平成24年度

預 貯 金 613万円（421件） 1,547万円（467件）

年金・給与 13万円 （ 2件） 47万円 （ 9件）

生 命 保 険 4万円 （ 7件） 1万円 （ 1件）

動 産 48万円 （ 6件） 75万円 （ 5件）

不 動 産 1,682万円（107件） 0万円 （36件）

そ の 他 131万円 （44件） 161万円 （21件）

合 計 2,491万円（587件） 1,831万円（539件）

※取り立て額には延滞金を含みます。

市税の収納状況（現年度課税）

区分
収納額（収納率）

平成22年度 平成23年度

個人市民税 18億9,228万円（97.3％） 18億2,503万円（97.6％）

法人市民税 2億9,441万円（98.9％） 2億7,849万円（98.9％）

固定資産税 19億8,191万円（94.9％） 20億　151万円（96.8％）

都市計画税 3億8,608万円（94.8％） 3億9,088万円（96.7％）

軽自動車税 6,609万円（97.5％） 6,766万円（97.5％）

市たばこ税 3億5,972万円 （100％） 4億　161万円 （100％）

入 湯 税 1億8,097万円 （100％） 1億5,868万円 （100％）

合 計 51億6,144万円（96.6％） 51億2,385万円（97.5％）

※ 各項目で表示単位未満を四捨五入しているため、合計額は
一致していません。
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